
令和６年度報酬改定の主な内容、

共同生活援助に係るものについて、障がい福祉課指定係より説明します。
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はじめに、グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実（介
護サービス包括型、外部サービス利用型）についての説明です。
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令和６年２月６日、厚生労働省、こども家庭庁の資料より抜粋しました、グ
ループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実の主な内容です。
一つ目がグループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援の充実です。
二つ目として、グループホーム退去後における支援の評価が新設されました。
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①グループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援の充実として、
自立生活支援加算（Ⅰ）が新設されました。居宅における単身等での生活
を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、個別支援
計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に加算され
ます。
利用者がグループホームの継続的な利用を希望している場合や、意思の表
明が十分に確認できない場合、事業所や支援者の都合による場合等は加算
の対象外となります。
また、居住支援法人との連携等を評価することになりました。居住支援法
人又は居住支援協議会に対して、月に１回以上利用者の住宅の確保及び居
住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に１月につき３５単位が加算
されます。
居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及

び指導をおこなった上で、（自立支援）協議会や保健・医療・福祉等の関
係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告し
た場合に、更に１月につき５００単位が加算されます。
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次に、自立生活支援加算（Ⅲ）についてです。移行支援住居における一定
期間の支援を受けた後に居宅における単身等での生活を本人が希望し、か
つ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者を対象に、一人暮ら
し等に向けた支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算します。
また、自立生活支援加算（Ⅲ）を算定している事業所において、障害者ピ
アサポート研修修了者である者がその経験に基づき、利用者に対して相談
援助をおこなった場合に、さらにピアサポート実施加算が算定されること
になりました。
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②グループホーム退去後における支援の評価として、退居後共同生活援助
サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費が新設さ
れました。グループホームを退居した利用者（自立生活支援加算（Ⅰ）又
は（Ⅲ）を算定していた者に限る。）に対し、当該利用者の居宅を訪問し
て支援を行った場合に、退居日の属する月から３か月間（引き続き支援す
ることが必要であると市町村が認めた利用者に対しては６か月間）に限り、
１月につき所定単位数を算定する。また、当該加算を算定している事業所
において、障害者ピアサポート研修修了者である者がその経験に基づき、
利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の
数に応じ、１月につき所定単位数を加算します。
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次に、支援の実態に応じた報酬の見直しについて説明します。
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共同生活援助における支援の実態に応じた報酬の見直しについて、令和６年２
月６日厚生労働省、こども家庭庁資料より抜粋しました。①から③について説
明します。

8



①強度行動障害を有する者の受入体制の強化について説明します。令和６
年度の報酬改定におきまして、受入体制を強化するため、重度障害者支援
加算の評価を拡充するとともに、利用者の状態や環境の変化に適応するた
めの初期のアセスメント等の評価を新設することになりました。

。
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②基本報酬区分の見直し等について説明します。世話人の配置基準に応じた
基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと
見直すことになりました。
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介護サービス包括型（世話人の配置が６対１以上）の場合におきまして、
改定前と報酬改定後でサービス費を比較したものになります。重度障害者
の受入れなどサービスの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直しされま
した。
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次に、人員配置体制加算について説明します。サービスの提供時間の実態
に応じて加算する報酬体系へと見直され、人員配置体制加算が新設されま
した。
介護サービス包括型の例です。人員配置体制加算（Ⅰ）は、事業所に置く
べき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で利用者の数を
１２で除して得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所
において、利用者に対し指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害
支援区分４以上の場合は、８３単位、区分３以下の場合は７７単位を１日
につき加算します。人員配置体制加算（Ⅱ）は、同様に３０で除して得た
数以上の場合に、区分４以上の場合は３３単位、区分３以下の場合は、３
１単位を１日につき加算します。特定従業者数換算方法とは、従業者の勤
務延べ時間数を除するべき時間数４０時間として、従業者の員数に換算す
る方法をいいます。
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利用者が１５人の介護サービス包括型の例で具体的に説明します。まず、
事業所に置くべき世話人及び生活支援員を計算します。世話人は６対１の
配置が必要ですので週に１００時間必要となります。生活支援員は区分ご
とに配置すべき時間を計算し１６０時間必要となります。人員配置体制加
算（Ⅰ）を算定するに当たり加配すべき世話人等は利用者数を１２で除し
て得た数以上となりますので、４８時間となります。よって、この例の場
合、世話人等を週に３０８時間以上配置する必要があります。また、計算
過程で端数が生じる場合は小数点第２以下を切り捨てます。
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同様に、事業所における常勤の勤務時間が１週間３２時間の場合の例です。
指定基準上の人員配置は、これまで通り１週間２０８時間となりますが、
人員配置（Ⅰ）を算定するためには、特定従業者数換算方法で算出します
ので、加配すべき世話人等の勤務時間の延べ数は３０８時間−２０８時間
で１００時間以上確保する必要があります。特定従業者数換算方法により
算出する事でサービスの提供時間の実態に応じて加算する報酬体系になり
ました。

14



実際の人員配置体制確認表の記載例です。区分ごとの利用者数を入力する
ことで、加配すべき世話人等の時間が算出されます。次に、従業者の勤務
体制一覧表を記入します。基準上置くべき従業者数を満たしていることを
確認してください。その後、加配する特定従業者（世話人等）の勤務体制
一覧表に加配分の職員の勤務時間を入力します。常勤の勤務時間が４０時
間未満の場合は、特定従業者数換算方法により算出する分が不足調整数と
なります。ここで、②で入力した時間と重複しないこと、夜間の時間は含
まないよう注意してください。また、特定従業者数換算方法では、有給休
暇や病休の場合、計算に含めることができませんので、注意してください。
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③日中支援加算（Ⅱ）について、指定共同生活援助等と併せて支給決定さ
れている日中活動サービスを利用することとなっている日に、利用者が心
身の状況等により、これらのサービスを利用することができないとき又は
就労することができないときに、当該利用者に対し、日中に介護等の支援
を行った場合に、１日につき所定単位数を加算し、支援の初日から算定が
可能となりました。また、介護サービス包括型及び外部サービス利用型を
対象とし、日中サービス支援型は対象外となりました。
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３．共同生活援助における支援の質の確保（地域との連携）について説明しま
す。
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共同生活援助における支援の質を確保するため、地域連携推進会議を設置して、
地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取り組みを義務付けることにな
りました。
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利用者及びその家族、地域住⺠の代表者、共同生活援助について知見を有
する者、並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開
催し、おおむね１年に１回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要
望、助言等を聴く機会を設けることが義務付けられました。また、会議の
開催のほか、おおむね１年に１回以上、会議の構成員が事業所を見学する
機会を設けることが義務付けられました。事業所訪問については、共同生
活住居単位で行う必要があります。地域連携推進会議の報告、要望、助言
等について記録を作成し、これを公表しなければなりません。上記規定は、
令和６年度から努力義務化、令和７年度から義務化となります。
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最後に、報酬改定以外での注意事項について説明します。
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その他、報酬改定以外での間違いの多い加算での注意事項について説明し
ます。夜間支援体制加算について、夜間支援体制加算（Ⅰ）の算定にあ
たっては、夜間支援の内容について、個々の利用者ごとに夜間支援の必要性を
明確にした上で、個別支援計画に位置付ける必要があります。また、加算の算
定に用いる単位区分は、夜間支援従業者が支援を行う共同生活住居における入
居者の前年度平均利用者数で算定します。
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福祉専門職員配置等加算など、加算の対象となる従業者の人事異動や退職
により、加算の要件を満たさなくなる場合や、変更がある場合は、すみや
かに届け出を行ってください。特に福祉専門職員配置等加算Ⅲにおいては、
常勤配置されている従業者のうち３年以上従事している従業者の割合が３
０パーセント以上でなくなった場合は算定できません。従業者に変更が
あった場合は、加算に変更がないか必ず確認をお願いします。
報酬改定にかかわらず、算定している加算に関して、事業所において必ず
報酬告示、留意事項通知、Q＆A等を確認し、すべての要件を満たした上
で、加算を算定をしてください。以上で、共同生活援助に係るものについ
ての説明を終わります。
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